計画者の身分を証明する書類

１　計画者が法人の場合

（１）定款又は寄附行為
（２）登記事項証明書
　　　過去５年間の法人名称及び本店所在地の全てが確認できる法人の履歴事項全部証明書又は登記簿の謄本（提出日前３か月以内に発行されたもの。正本には原本を添付。）

注１）過去５年間の法人名称及び本店所在地の全てが確認できない場合（例えば、過去５年間に有限会社から株式会社に商号変更した場合や管轄法務局の変更を伴う本店所在地の変更があった場合等）には、閉鎖事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本も併せて添付してください（法定代理人、株主又は出資者の身分を証明する書類において同じ。）。
注２）現在事項全部証明書の場合、過去５年間の法人名称及び本店所在地の全てが確認できないので不可とします（法定代理人、株主又は出資者の身分を証明する書類において同じ。）。
２　計画者が個人の場合

（１）住民票の写し

　　　本籍（外国人にあっては、国籍等）の記載のある住民票抄本又は謄本（個人番号（マイナンバー）の記載がないもの。提出日前３か月以内に発行されたもの。正本には原本を添付。）
（２）登記されていないことの証明書（法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人に該当し
ない旨の登記事項証明書）（提出日前３か月以内に発行されたもの。正本には原本を添付。）
· 登記されている場合は、認知、判断、意思疎通等の状態に係る医師の診断書、認知症に関する試験結果等を添付してください。
計画者の法定代理人の身分を証明する書類（計画者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合）

１　法定代理人が法人の場合

（１）登記事項証明書
　　　過去５年間の法人名称及び本店所在地の全てが確認できる法人の履歴事項全部証明書又は登記簿の謄本（提出日前３か月以内に発行されたもの。正本には原本を添付。）
２　法定代理人が個人の場合

（１）住民票の写し
本籍（外国人にあっては、国籍等）の記載のある住民票抄本又は謄本（個人番号（マイナンバー）の記載がないもの。申請日前３か月以内に発行されたもの。正本には原本を添付。）

（２）登記されていないことの証明書（法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人に該当し
ない旨の登記事項証明書）（提出日前３か月以内に発行されたもの。正本には原本を添付。）
· 登記されている場合は、認知、判断、意思疎通等の状態に係る医師の診断書、認知症に関する試験結果等を添付してください。
技術的能力を説明する書類
　技術的能力を説明する書類として、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（収集・運搬課程）の修了証の写し（講習会の修了証の写しが発行されるまでの間は合格通知書の写し。）を添付してください。

　事業計画書提出時に講習会を受講していない場合は、受講予定を記載してください。

  　　

・　個人の場合は本人、法人の場合は役員等が受講した修了証を添付してください。

　　役員等とは、代表者若しくはその業務を行う役員又は政令で定める使用人であって業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が該当します。

・　個人事業者が同じ事業を行うため法人（該当事業者が法人の代表者である場合に限る。）を設立し、新規に許可を取得する場合は、「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新）の収集・運搬課程」（提出日前５年以内に受講したもの）の修了証を添付することでも可能です。
１　事業概要
（１）取り扱う特別管理産業廃棄物の種類
　　　該当する種類に○印を付けるとともに、限定等の欄の項目を○で囲んでください。

	特別管理産業廃棄物の種類
該当に○
	積替え保管を除く
又は含むの別
（いずれかに○）
	限　定　等

	廃油(燃焼しやすいもの)
	
	除く・含む
	揮発油類（引火点７０℃未満）、灯油類、軽油類

	廃酸(腐食性)
	
	除く・含む
	pH2.0以下

	廃ｱﾙｶﾘ(腐食性)
	
	除く・含む
	pH12.5以上

	感染性産業廃棄物
	
	除く・含む
	医療機関等から排出される血液､使用済み注射針等の感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物

	特

定

有

害

産

業

廃

棄

物
	廃PCB等
	
	除く・含む
	廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油

	
	PCB汚染物
	
	除く・含む
	汚泥、紙くず､木くず､繊維くず､廃プラスチック類、金属くず､陶磁器くず､がれき類に付着等

	
	PCB処理物
	
	除く・含む
	廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物を処理したもの

	
	廃水銀等
	
	除く・含む
	廃水銀、廃水銀化合物

	
	指定下水汚泥等
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	鉱さい
	
	除く・含む
	Hg、Cd、Pb、Cr6+、As、Se

	
	廃石綿等
	
	除く・含む
	石綿建材除去事業、保温材、石綿等付着物

	
	ばいじん
	
	除く・含む
	Hg、Cd、Pb、Cr6+、As、Se、1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	燃え殻
	
	除く・含む
	Cd、Pb、Cr6+、As、Se、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	廃油(廃溶剤）
	
	除く・含む
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,

1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ

	
	汚泥
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	廃酸
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	廃アルカリ
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類


※　特別管理産業廃棄物の種類について、予定排出事業場ごとに、排出工程のフロー図を作成すると共に、必要に応じて、性状等に関して参考となる書類等を添付してください。なお、特別管理産業廃棄物の種類に限定がある場合は、発生施設名及び具体的な物質の性状等を記入してください。
※　有害物質に係る濃度基準が定められている特定有害産業廃棄物を取り扱う場合は、排出事業場が発行する分析証明書の写し等を添付してください。
※　有害物質について、排出場所・排出施設に限定がある場合、その内容について記載してください。
変更する場合
（１）取り扱う特別管理産業廃棄物の種類
　　　該当する種類に○印を付けるとともに、限定等の欄の項目を○で囲んでください。
	特別管理産業廃棄物の種類
	変更前
	変更後
	限定等

	
	該当に○
	積替え保管を除く
又は含むの別
（いずれかに○）
	該当に○
	積替え保管を除く
又は含むの別
（いずれかに○）
	

	廃油(燃焼しやすいもの)
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	揮発油類（引火点７０℃未満）、灯油類、軽油類

	廃酸（腐食性）
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	pH2.0以下

	廃ｱﾙｶﾘ（腐食性）
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	pH12.5以上

	感染性産業廃棄物
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	医療機関等から排出される血液､使用済み注射針等の感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物

	特

定

有

害

産

業

廃

棄

物
	廃ＰＣＢ等
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油

	
	ＰＣＢ汚染物
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	汚泥、紙くず､木くず､繊維くず､廃プラスチック類、金属くず､陶磁器くず､がれき類に付着等

	
	ＰＣＢ処理物
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物を処理したもの

	
	廃水銀等
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	廃水銀、廃水銀化合物

	
	指定下水汚泥等
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	鉱さい
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Hg、Cd、Pb、Cr6+、As、Se

	
	廃石綿等
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	石綿建材除去事業、保温材、石綿等付着物

	
	ばいじん
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Hg、Cd、Pb、Cr6+、As、Se、1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	燃え殻
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Cd、Pb、Cr6+、As、Se、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	廃油(廃溶剤）
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,

1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ

	
	汚泥
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	廃酸
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

	
	廃アルカリ
	
	除く・含む
	
	除く・含む
	Hg,Cd,Pb,O-P,Cr6+,As,CN,PCB,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,Se,1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類


※　特別管理産業廃棄物の種類について、予定排出事業場ごとに、排出工程のフロー図を作

成すると共に、必要に応じて、性状等に関して参考となる書類等を添付してください。なお、特別管理産業廃棄物の種類に限定がある場合は、発生施設名及び具体的な物質の性状等を記入してください。

※　有害物質に係る濃度基準が定められている特定有害産業廃棄物を取り扱う場合は、排出事業場が発行する分析証明書の写し等を添付してください。

※　有害物質について、排出場所・排出施設に限定がある場合、その内容について記載してください。
※　現在の許可証の写しを添付してください。

（２）取引内容

　ア　予定排出事業場（排出事業者）

	排出事業場（排出事業者）
	特別管理産業廃棄物の種類
	取扱量(t/月)

	名　　称：

代表者名：
住　　所：
排出場所：

電話番号：
	
	

	
	小　　計
	

	名　　称：

代表者名：
住　　所：
排出場所：

電話番号：
	
	

	
	小　　計
	

	名　　称：
代表者名：
住　　所：
排出場所：
電話番号：
	
	

	
	小　　計
	

	
	
	

	名　　称：
代表者名：
住　　所:

排出場所：

電話番号：
	
	

	
	小　　計
	

	
	合　　計
	


※「取扱量」は、１か月の平均数量を記入し、「小計」には事業者ごとに１か月の取扱量の小計を出して記入し、「合計」には、それらの合計を記入してください。
　

　イ　予定運搬先（処分場）
	予定運搬先（処分場）
	特別管理産業廃棄物の種類
	業の区分
	処分方法

	名　　称：
代表者名：
処分場の所在地：
電話番号：
許可番号：
許可期限：
	
	
	

	名　　称：
代表者名：
処分場の所在地：
電話番号：
許可番号：
許可期限：
	
	
	

	名　　称：
代表者名：
処分場の所在地：
電話番号：
許可番号：
許可期限：
	
	
	

	
	
	
	

	名　　称：
代表者名：
処分場の所在地：
電話番号：
許可番号：
許可期限：
	
	
	


　　※「業の区分」は、中間処理、最終処分、再生の別を記入してください。
　　※「処分方法」は、焼却、破砕、中和、埋立、再生（具体的な方法）等を記入してくだい。
　　※　処分業者の許可証の写しを添付してください（裏面、別紙がある場合はそれも含む）。

事業計画書の対象となる事業場について記載してください
　事業場番号　Ｎｏ．　

（３）事業地の状況（事業場ごとに作成してください。）
	登記簿上の所在地
	地番
	地目
	面積（㎡）
( )は一部面積
	所有者

	
	
	
	(   　　 )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	(        )
	

	
	
	
	(        )
	

	合　　　計         　      　筆
	登記簿上の敷地面積　　　　　　　　㎡

（事業場の合計面積　　　　　　　　㎡）


　※　以下の書類を添付してください。

①　当該地の土地公図（提出日前３か月以内に発行されたもの）

　　②　当該地の登記事項証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの）
　　③　計画者が所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類

　　④　筆の一部を使用する場合は、控除面積を明らかにする図面

　　⑤　事業場の全体平面図
事業計画書の対象となる事業場について記載してください
事業場番号　Ｎｏ．
（４）案内図


・　幹線道路・駅等により記入してください。

・　住宅地図等をコピーし別添とする場合は、
場所をマーカー等ではっきりと示してください
２　運搬施設の概要
（１）運搬車両一覧

	
	車両の形状
	自動車登録番号又は車両番号
	最大積載量
（kg）
	所有者又は使用者
	備考

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	事務所の所在地
	

	駐車場の所在地
	※付近の見取図を添付すること。

	（２）その他の運搬施設の概要

	運搬容器等の名称
	用　途
	容　量
	備　考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


３　積替施設又は保管施設の概要
（１）積替施設又は保管施設一覧表

	　事業場番号　Ｎｏ．

	No
	特別管理産業廃棄物の種類
	保管面積
	保管高さ
(屋内・屋外の別)
	保管上限

	１
	
	㎡
	　　　　ｍ
(屋内・屋外)
	

	２
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	３
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	４
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	５
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	６
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	７
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	８
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	９
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	

	10
	
	㎡
	　　　　ｍ

(屋内・屋外)
	


※　保管上限欄には、当該保管施設の容量を記載してください。また、保管容器を使用する場合は、保管容器の種類、容量及び個数をあわせて記載してください。

※　保管施設の設計根拠として、保管上限を示す搬出計画書を添付してください。

※　構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図を添付してください。

（２）積替施設又は保管施設の概要

	事業場番号　　Ｎｏ．
	新規、変更なし、変更前・変更後

	保管施設番号　Ｎｏ．
	

	特別管理産業廃棄物の種類
	

	保管施設の面積
	

	保管の高さ
（屋内・屋外の別）
	（屋内・屋外　）

	保管上限
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	保管容器
	容器の種類
	

	
	容量及び数量
	

	【囲い等に直接荷重がかかる場合】
耐荷重性の有無
	

	環境保全対策
	囲い・表示
	

	
	飛散防止措置
	

	
	流出防止措置
	

	
	浸透防止措置
	

	
	悪臭防止措置
	

	
	ねずみ及び蚊等の

防止措置
	


※　保管上限欄には、当該保管施設の容量を記載してください。また、保管容器を使用する場合は、保管容器の種類、容量及び個数をあわせて記載してください。

※　保管容器を使用する場合には保管容器の容量計算書、使用しない場合には廃棄物の積上げ図及び体積計算書を添付してください。

※　屋外における保管で、施設の囲い、仕切等に直接荷重がかかる場合は、構造耐力上の安全が確保されることの証明書類及び図面等を添付してください。

※　構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図を添付してください。

運搬車両の写真

	自動車登録番号又は車両番号
	

	前　面　写　真
	写真の方向等について図示するのが望ましい。
注意事項

・車両の前面（真正面）を撮影すること。

・ナンバープレートが確認できること。
　　　・運搬車両を有しない場合は、使用予定の運搬車両を

示す書類（カタログ等）を添付すること。



	側　面　写　真
	注意事項

・車両の側面（真横）を撮影すること。

・名称等の車体の表示が確認できること。

　既に許可を有している場合には所定の事項（｢産業廃棄物収集運搬車｣、｢会社名（事業者名）｣、｢許可番号｣）が表示されていること。

　車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。
　　　・運搬車両を有しない場合は、使用予定の運搬車両を

示す書類（カタログ等）を添付すること。



	
	
	撮影
	　　　　年　　月　　日


運搬容器等の写真

	運搬容器等の名称
	
	用途
	

	注意事項

　　　　・容器等の全体が写るように撮影すること。

　　　　・運搬容器等を有しない場合は、使用予定の運搬容器等を

示す書類（カタログ等）を添付すること。


	
	撮影
	　　　　年　　月　　日


	運搬容器等の名称
	
	用途
	

	注意事項

　　　　・容器等の全体が写るように撮影すること。

・運搬容器等を有しない場合は、使用予定の運搬容器等を

示す書類（カタログ等）を添付すること。


	
	撮影
	　　　　年　　月　　日


〈修了証について〉


  　特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規に係る事業計画には、特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の収集・運搬課程」（提出日前５年以内に受講したもの）の修了証の写しを添付してください。


　　なお、他の都道府県市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合は、「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新）の収集・運搬課程」（提出日前５年以内に受講したもの）の修了証の写しと他の都道府県市の許可証の写しを添付することも可能です。


修了証の有効期限は、新規、更新課程ともに５年間です。








事業計画の種類�
事業計画書に添付できる認定講習会の収集・運搬課程修了証�
�
�
新規課程�
更新課程�
�
�
普通産廃�
特管産廃�
�
�
新規�
特別管理産業廃棄物収集運搬業�
�
○�
○※�
�
変更�
特別管理産業廃棄物収集運搬業�
�
○�
○�
�



※　他の都道府県市において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合のみ可
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